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発行所　相馬商工会議所　広報委員会 〒 976-0042 福島県相馬市中村字桜ヶ丘 71　TEL （0244）36-3171　FAX （0244）36-3184

　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.somacci.com　e-mail info@somacci.com　　　　　

会員ビジネスボード Business Board
イチオシ商品・サ－ビス情報満載！ビジネスパートナー探しにも掲載無料

～日々のご褒美に少しの贅沢を～

美容サロン ビューティーサロン  ジュエル

掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接連絡・交渉をお願い致します。（トラブルが生じた場合、当会議所では責任を負いかねます）。

掲載企業募集中！　【問合せ先】相馬商工会議所 TEL３６ー３１７１

♥ＬＥＤまつげエクステ
♥まつげパーマ
♥眉パーマデザインwax 脱毛
♥眉デザインwax 脱毛

Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｕ

営業時間　平日 /10：00 ～ 18：00　土・日・祝 /10：00 ～ 16：00
※上記時間以外でもご対応致しますのでご相談ください。

相馬市中村字泉町 1-1 ご予約はこちらから

詳しくは　　相馬  ジュエル

～暑い夏に冷たいそばはいかがですか～

福島県沖地震により店舗に甚大な被害を受け、復旧工事を行っておりましたが、令和 5 年 3 月に営業再開いたしました。引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします。
当店では、お客様に蕎麦本来の味を楽しんでいただきたく心を込めてそばを打っております。暑い日が続いておりますので、当店で冷たいそばはいかがですか？
秘伝のたれで打ちたてのそばを、ゆっくりとご賞味ください。

住所：相馬市中村一丁目 1-4（相馬駅前）
電話：0244-36-1482
営業時間：昼の部 11：00 ～ 14：00

（蕎麦がなくなり次第終了）
夜の部 当面の間休業
定休日：火曜日

手打ちそば処　ふくしまや
住　　　所

電　　　話 
営 業 時 間

定　休　日

：   相馬市中村一丁目 1-4
　（相馬駅前）

：0244-36-1482
：昼の部 11：00 ～ 14：30
   （蕎麦が無くなり次第終了）
   夜の部  当面の間休業

：火曜日

　●
振興ビル

Ｎ

福島県沖地震により店舗に甚大な被害を受け、復旧工事を行って
おりましたが、令和 5 年 3 月に営業再開いたしました。引き続きご
愛顧の程よろしくお願いい
たします。
　当店では、お客様に蕎麦
本来の味を楽しんでいただ
きたく心を込めてそばを打
っております。暑い日が続
いておりますので、当店で
冷たいそばはいかがですか？
　秘伝のたれで打ちたての
そばを、ゆっくりとご賞味
ください。

そば

～暑い夏に冷たいそば いかがですか～　

相
馬
駅

　創業資金や運転・設備資金など、事業に必要な資
金に関して毎週火曜日ご相談承ります。事前にお電
話にてご予約下さい。
●開 催 日　８月 1 日・8  日・15 日・22 日・29 日（火）
●受付時間　11：00 ～ 15：00
●会　　場    相馬商工会議所 2 階  第三会議室
●問合せ先 中小企業相談所志 36 － 3171

相馬商工会議所

【ご利用できる方】
・１年以上事業を行い、商工会議所の経営指導を原則
　6 ヶ月以上受けている方
・所得税（法人税）、事業税、住民税を完納している方
　○商業・サービス業（従業員 ５ 人以下）
　○建設・製造業　他（従業員 20 人以下）

★融資（貸付）限度額

★年利（Ｒ 5. 7 . 3 現在）

★返済期間 ★担保・保証人

2,000 万円

運転資金
設備資金 1.07%

東日本大震災に対応する
「災害マル経」（金利－ 0.9%）
「設備資金貸付利率特例制度」
（金利－ 0.5%）

運転資金　 ７ 年以内
設備資金　10 年以内 不　要

“ マル経資金 ”

●問合せ先 中小企業相談所　志 36-3171

　社会保険労務士による無料相談会を開催して
おります。ご相談の際は事前に下記までお電話
下さい。
●日　　時　8 月 10 日（木） 11：00 ～ 17：00
●場　　所　相馬商工会議所 2 階  第三会議室
●問合せ先 中小企業相談所 　志 36-3171

労務相談会のご案内
日本政策金融公庫による金融相談会

　 事 業 所 名 　 　 事 業 内 容 　

和＋ ZERO デザイン 建築設計

オーダーメイド脱毛サロン Toiro 脱毛、フェイシャル

朝のバラ カフェ、花雑貨制作販売

新入会員紹介 令和 5 年 6 月 28 日～ 7 月 18 日

●開 催 日 令和 5 年 10 月 22 日（日）
●時　　間　 9：30 ～ 15：00（小雨決行）
●場　　所 クロスロード田町
●内　　容 相馬由来の食材を使用したカレーのコンテスト
●条　　件　相馬商工会議所会員事業所
●締　　切 令和 5 年 8 月 18 日（金）
※詳細はお問合せください。
●問合せ先 相馬商工会議所 青年部事務局
　　　　　　志 36-3171

SOMA 逸品カレーコンテスト 2023
（SOMA 音フェス 2023 と同時開催）

出店事業者募集！！


